
46 イベントツリー手法による座礁・乗り揚げ事故発生頻度の評価

1. まえがき

船舶の安全性を確保するための基準適正化等

の検討に必要な安全性評価手法についての研

究を進めている。今回は海難事故で衝突事故に

次いで発生頻度が高い座礁・乗り揚げ事故等を

取り上げ、イベントツリー(ET)手法を用いて事故発

生頻度の評価を行った。

イベントツリーの定量的評価に必要な人間行動

の過娯率等については、衝突事故発生頻度の評

価 (1)の時実施したと同様のアンケート調査を船長、

航海士に対して実施し、船舶航行時の操船誤り

に関連する貴重なデータを得た。さらに、座礁・乗

り揚げ事故等低減のための対策（リスクコントロー

ルオプション： RCO)の評価を行い、安全対策の効

果の定量的評価を行った。

2. 解析手順

解析は以下の手順に沿って実施した。

まず、乗り揚げ事故の発生状況を平成 11 年 3

月 海難審判庁発行の「乗揚海難の実態」 (2)を基

に代表的なパターンについて分析を行った。事故

事象の内容を調べて見ると、座礁事故、乗り揚げ

事故、単衝突事故はほぼ同様な原因により発生

すると考えられるが、結果が異なったため別名の

事故として分類されている。そこで、これらをまとめ

て今回の検討対象とした。

検討の結果をもとに乗り揚げ事故発生に至る筋

道を一般化してモデル化し、イベント・ツリー (ET)

形式で表現した。 ET中に現れる事象の発生確率

(ET のヘディング）を算定するため、ヘディングに

ついてフォールト・ツリー (FT)を作成し、基本事象

（ベイシックイベント）の発生確率を与え FT頂上事

象発生確率を求めた。ヒューマンファクターに関す

る事象発生確率は適切なデータがないため、作
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成した ET に現れる人間行動確率について船長

等の航行経験者に平成 12年度と同様にアンケー

ト調査を実施し推定した。

最後に、得られた事象発生確率値をもとに ET

の定量解析を実施し、船舶の座礁・乗り揚げ事故

等の発生確率を算定し、 RCOの定量的評価を実

施した。

3. イベントツリーの作成

前年度の衝突事故シーケンスとしては、一般化し

た一つのシーケンスを作成したが、今回は事故の

発生の様態毎に別々のシーケンスを考え、以下の

7種類にまとめた。

(1) 停泊中→漂流開始→座礁・乗り揚げ等

針路修正失敗→座礁・乗り揚げ等

↑ I 
(2) 航行中→他船との遭遇→針路変更→船位確認・

（漁網との遭遇） と／／危険認知

失敗→座礁・乗り揚げ等

(3) 航行中→針路保持不良→座礁・乗り揚げ等

(4)航行中→船位不確認→不確認のまま→変針点通過

座礁・乗り揚げ等
フ

(5)航行中→船位誤認→誤認のまま→変針変針点通過

座礁・乗り揚げ等
7 

(6)航行中→居眠り→目覚めず→変針点通過つ
↓ 座礁・乗り揚げ等

目覚める→船位誤認→誤認のまま→変針点通過

座礁・乗り揚げ等←ー］

(7) 航行中→危険な前路水域→安易な判断~

座礁・乗り揚げ等
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上記の諸要因の連なりをもとにイベント・ツリーを

作成した。環境条件（霧、島陰等）、航行条件に

ついては一般的な状況を想定しヘディングからは

除外し、比較的簡略化されたイベンドソリーとした。

また、イベント・ツリーにおいて検討している時間間

隔は一航海とした。ここで、一航海とは「相隣り合

う二港間の航海」である。一例として（6）のシーケン

スを ET形式に表示したものを図ーlに示す。

点 No..... 

゜Yes 
＇ 

No 

► 変針点通過 1 ► ° 
゜

礁

有一9
瀬浅

障害物丁輯線下衝突

゜座`礁
゜障害物丁：虹線下衝突

‘"‘O 

図ー1座礁・乗り揚げ等に至るイベント・ツリーの一例（シーケンス 6)
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0.0075 
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1 卜別作業に従事 0.05

I L単独ウォッチ 1.0

L 測位の怠慢 0.003

叫母
I トレーダー故障 e

I 印PS故障 e 

I 屯計—視界狭
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屯不慣れな航行水域〇．3

旧け位を入れる余裕無し 0.05

→合位を入れる者がいない 0.5

図ー2フォールト・ツリーの一例（「船位不確認」の FT)

-214-



4.イベント・ツリー(ET)の定量解析

4. 1.フォールト・ツリー(FT)による分岐確率の検

討

これらの ETの各事象はやや概略的な項目とな

っておりり、 ETの定量的評価のためには各事象に

ついて、より詳細・具体的な要因から構成されてい

るフォールト・ツリーを作成する必要がある。まず、

ET中に現れる各事象を構成する要因を調べあげ、

それを基に FTを作成した。それらの FTの各基本

事象の発生確率を各種データ、工学的判断によ

り推定し積み上げることにより各 FTの頂上事象発

生確率が求まる。この頂上事象発生確率値がす

なわち ET中における分岐確率となる。ただし、 ET

中に現れる事象でも FTで表現することになじまな

い事象については FTの作成は行わなかった。一

例として、「船位不確認」の FTを図ー2に示す。

4. 2.専門家判断による分岐確率の推定

航行環境に関する項目及び人間が関わる項目

について、既存のデータベースから統計的にその

発生確率を求めることが困難な場合が多い。漂流

開始、他船との遭遇隻数といった航行に関する頻

度は、統計的に議論するだけの銀測記録は採ら

れていない。一方、人間に関わる項目であるヒュー

マンエラーの生起確率についても、原子カプラン

ト等で検討されデータベース化が進められているも

のの、プラントの運転に特化しており、直接操船判

断の評価には使えない。そのため、操船状況に対

応した事象発生確率、人間誤操作確率を求める

必要がある。

平成 13年度においても、前年度と同様専門家

へのアンケートにより、人間の判断、誤操作等に

関する確率を求めた。作成した ETのヘディング中

ヒューマンファクターに関係する項目について定

量的な値を答えてもらう形式のアンケートを作成し

た。

アンケートは以下の関係会社等へ依頼した。日

本旅客船協会、全国内航タンカー海運組合、日

本航海海運組合総連合会、航海訓練所、（財）

日本海事協会。現在までに約 400件の回答を得

た。各質問項目毎に回答者の答えを確率値に変

換し、横軸を確率値、縦軸を回答数の累積確率

値としたグラフに表現した。各回答者が全ての質

問に答えているわけではないので、質問項目毎に

回答数は異なっている。

図ー3 に集計結果の一例を示す。回答数の累

積が 50％に対応する確率値を図中に示してある。

この値が専門家意見による事象の発生確率（ヒュ

ーマンエラー率等）の判断値と言える。また、回答

者による答えの散らばり具合から、 5％下限、 95%

上限値も推定できる。

アンケート集計結果の一部を示したのが表ー1で
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図ー3アンケート集計結果の一例（航行中進路を変更する状況の発生する回数、湾内）
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表ー1各事象発生頻度及び確率

項目番号 事象 門による評価結果 アンケ ト結果

a—① 
．何らかの理由で流されたことのあ

0.623回（過去における経験数）
る回数

b—① 
航行中針路を変更する状況の発

2.52回／航海
生する回数（湾内）

b—② 
針路変更後、危険状態にあること

0.0076／航海
に気がつかない確率（湾内）

b—③ 
思い通りの修正ができない確率

0.093／航海
（湾内）

d—① 
船位不確認となる状態の発生頻

0.017 0.006 
度（湾内）

d—② 
船位不確認後、再度確認できる確

0.732 
率（湾内）

e—① 
船位を誤認してしまう状態の発生

0.0000156／航海 0.0011／舟凡海
頻度（湾内）

e—② 
誤認後、船位を再確認できる確率

（湾内）

f—① 
居眠りもしくはそれに近い状態に

なってしまう確率

f—② 
居眠りもしくはそれに近い状態に

なってしまったが目覚める確率

f—③ 
目覚めたものの船位を誤認してし

まう確率

g-① 
疇を感じても迂回せず無理をし

てしまう状態の発生頻度（湾内）

ある。表中、項目番号はアンケートの質問票で使用

した番号に対応している。

4. 3.浅瀬、障害物の存在確率

図ー1のイベントツリーにも示されているように、座

礁・乗り揚げ等に至るシーケンスをたどって行った場

合に事故が発生するか否かは、本来の針路以外の

針路を進んでいることに気がつかず前方の浅瀬、障

害物にぶつかってしまう事にかかっている。この不正

な針路を進んでしまう時間の長さを‘‘船位誤認”、

“船位不確認”、“漂流’'等の場合は 3分間、居眠り

をしている場合は 10分間とし、その間に進む距離

において障害物が存在する確率を算出して定量評

価に使用した。この算出方法についての詳細な報

告(3)は金湖によって本研究発表会でなされる。予定

針路を逸脱し、 3分間放置しておくと東京湾内では、

0.012、0.024の確率でそれぞれ浅瀬、海岸線に出

会う。 10分間放置しておくと、 0.045、0.178の確率

となる。

0.988 0.906 

0.001／航海

0.68 

0.5 

0.0014／航海

5. 座礁・乗り揚げ等事故 ETの定量化

以上の検討の結果、 ETの各ヘディング事象の発

生確率が得られる。これらの数値を用い ET定量解

析を実施した。人間行動に関する項目はアンケート

結果の値を用い、 FTの評価値は参考とした。

解析結果をまとめると表ー2の様になる。

海上保安庁は、毎年内部資料として、海難調査

表の統計解析を出版しており、平成2年～平成6年

の5年間の海難事故の実態によると海難事故の種

類では、衝突 (23%）、乗り揚げ(22%）となっており、

座礁・乗り揚げ事故はほぼ、衝突事故と同じ件数発

生していることがわかる。

衝突事故発生確率は、平成 12年度造研 RR49

報告書分冊 63ページでの統計値等からの検討を

基に、 1航海当たりに換算すると約 6x10-4／航海

~4.4xlo-3／航海と推定される。

一方、要求助海難統計によると平成元年から平

成 8年までの期間における平均乗り揚げ回数は

9.14回／年であった。東京湾内の船舶航行数は
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100.........,500GTの船舶が二日間で 3662隻という調査

結果がある。これから、 9.14+(3662x365/2) = 
l.36x10-5／航海という数値が出てくる。これは救

助に要した乗り揚げ事故数ということで、実際に発

生した件数の下限を与えていると考えられる。

さらに、海難審判庁の報告書によると内航タンカ

ーの事故確率は 0.042／隻・年、内航貨物船の事

故確率は0.03／隻・年というデータがあり、それぞれ

の座礁事故割合は 18.6%、25.6％となっている。内

航船の一年当たりの航海数を 200航海とすると、座

礁事故発生確率はどちらも 3.9xlo-5／航海となる。

表ー2に示した ET解析結果からは、座礁・乗り揚

げ、喫水線下衝突の合計で、 3.09x10-3回／航海

という値となる。

この表から、他船・漁船との遭遇、針路保持不良

に起因する座礁・乗り揚げ事故の発生確率が高い

という事がわかる。他船・漁船との遭遇時の ET中の

要因を見ると危険認知後の針路修正がうまくいって

いない (0.093の失敗確率）事が主原因になってい

る 。・

居眠りが原因となる事故は比較的小である。アン

ケートの回答で居眠りをしてしまう確率が小と出てい

ることと、万一の居眠り時にも目覚めると答えている

ためである。

船位不確認が原因の事故も無視できない事がこ

の解析からわかった。

表ー2座礁・乗り上げ、喫水線下衝突事故発生頻度(ETによる解析値）

ETの種類 座礁・乗り揚げ 喫水線下衝突

(1)停泊中漂流 2.lOxlO-6 4.20x10-6 
(2)他船・漁船との遭遇 2.83x10-3 
(3)針路保持不良 1.09xl0-4 
(4)船位不確認 l.95x10-5 3.79x10-5 
(5)船位誤認 1.19xl0-6 7.12x10-6 
(6)居眠り l.51xl0-5 5.84x10-5 
(7)疇な前路水域 3.36xl0-7 

合計 2.98x10-3回／航海 1.07x10-4回／航海

6. RCO（リスク・コントロール・オプション）の検討

座礁防止については、操船者を正常な状況に保

つ方策と不適切な航路を取った場合に警報を出し

対応を要請するという、 2つの方法が考えられる。

操船者を正常な状況に保つ方策としては、居眠り

防止装置があり、現在は、定期的にボタン等を押す

方式と、操船者の頭の動きを検出すると言った方式

の機器が販売されている。また、 IMOでは居眠り防

止装置について審議中である。

不適切な航路を取った場合の警報は、 GPSによる

高精度な位置の特定と電子海図による詳細な地形

データをつきあわせる事で可能になっている。この

方法では、 2種類の方法が考えられる。第一は、自

分の設定した計画航路に状況に応じた幅を設け、

その幅からの逸脱を検出する方法で、第二の方法

は、電子海図の等深線データから危険領域を判断

する方法で、いずれも自船の位置と速度ベクトルか

ら計画航路あるいは等深線からの逸脱を検出して

警報を出す事になる。

これらが RCOの候補となるが、どれだけ座礁・乗り

揚げ事故、喫水線下衝突事故の低減に効果がある

か ETを用い定量的に評価した。各々の RCOを実

施したときの効果として、対応する ETの事象の発生

確率がどれだけ低減できるかを評価し、それに基づ

いて ETの定量的評価を再実行することにより、全

体としての事故発生確率の減少割合が算出でき

る。

座礁・乗り揚げ事故確率の減少効果からみると水

深警報、航路逸脱警報、居眠り防止装置の順に効

果が大である。喫水線下衝突事故発生確率の減

少効果からは、航路逸脱警報、居眠り防止装置の

順に効果が大きいが、水深警報は効果が認められ

なかった。しかし喫水線下衝突事故発生確率は座

礁・乗り揚げに比較して一桁以上発生確率が小で

あるので、事故全体から見ると水深警報がもっとも

効果的であると言える。

-217-



7. まとめ

今回、座礁・乗り揚げ等の事故を取り上げイベン

トツリーを用いた確率論的評価を実施した。前年度

において、既に衝突事故の発生頻度評価は実施

済みであり、今後浸水・沈没等他の事故について

の解析も実施していき、船舶分野における標準的

な確率論的安全評価方法実施手順としてまとめて

いく予定である。
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